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※要望文中の下線部については、「令和４年度 国の施策並びに予算に関する最重点

提案・要望（令和３年７月）」においても記載している内容です。 



 
 

令和４年度国の施策並びに予算に関する提案・要望 

（都市整備関連） 

 

日頃から、大阪府都市整備行政の推進につきまして、格別のご高配とご協

力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

新型コロナウイルスの感染拡大により、インバウンドの消失や雇用環境の

悪化など経済・生活が甚大な影響を受けており、「新しい生活様式」やＤＸ（デ

ジタルトランスフォーメーション）の加速など、社会システムの変革をもた

らす新たな潮流を踏まえ、ポストコロナに向けた取組みを進めていかなけれ

ばなりません。 

そのような中、本府では、大阪・関西万博の開催も見据え、都市整備行政

に求められる使命を着実に果たし、大阪・関西の「成長の実現」と「安全・

安心の確保」のよき循環により、わが国の東西二極の一極として、大阪のみ

ならず、日本の成長をけん引していくことに全力で取り組む所存です。 

こうした取組みを堅実に進めていくためには、その基盤となる強くてしなや

かな国土を形成していくことが必要であり、大都市圏である大阪の鉄道や高速

道路ネットワークなどの都市基盤を充実・強化することが不可欠です。 

また、ひとたび大阪都市圏に大規模災害が発生すると、その被害の影響は

わが国全体に及び、国家として大きな損失となります。大阪・関西の重要性

を踏まえ、近年、激甚化・頻発化している自然災害や南海トラフ巨大地震等

から、人命を守ることを最優先に、甚大な被害や経済損失を未然に防ぐため

には、国家的な観点から事前防災・減災対策を早急に実施していく必要があ

ります。 

令和４年度の国家予算編成に当たりましては、これらの趣旨を十分ご理解

いただき、以下に提案する施策の具体化、実現のため、格別のご配慮を賜り

ますようお願い申し上げます。 

                         大阪府知事  吉村 洋文 
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１．ポストコロナを見据えた経済成長を支えるインフラ整備 

１－１ 日本経済をけん引する大阪・関西万博の着実な準備 

  日本経済の成長の起爆剤となる大阪・関西万博を着実かつ円滑に開催し、開催後の

成長につなげられるよう、淀川左岸線２期事業をはじめとする関西広域から会場への

アクセス整備、安全・安心の確保のための施設耐震化や治水対策、にぎわい・魅力の

向上のための公園などの整備及び高速道路などの広域的な交通インフラ整備について、

国において策定する「2025 年日本国際博覧会関連事業計画」に位置づけ、財政措置を

行うこと。 

 

１－２ 鉄道ネットワークの充実・強化など 

① リニア中央新幹線・北陸新幹線の新大阪駅までの早期全線開業を図ること。また広

域交通ネットワークの一大ハブ拠点としての役割が期待される新大阪の駅位置につい

ては、利用者利便性等を考慮するとともに、新大阪駅周辺地域のまちづくりの推進の

ためにも早期に確定すること。 

 

② なにわ筋線は、関西国際空港へのアクセスを強化するとともに、国土軸上の新大阪から

大阪都心部を経由して、大阪南部地域等を結ぶ広域的な鉄道ネットワークを形成すること

から、2030年度末開業に向けて、財源を確保するなど必要な措置を講じること。 

 

③ 大阪モノレール延伸は、大阪都心部から放射状に形成された鉄道と環状方向に結節し、

広域的な鉄道ネットワークを形成することから、2029 年開業に向けて財源確保を行うと

ともに、北大阪急行延伸についても、2023年度開業に向けて必要な支援を講じること。 

 

④ 大阪・関西の成長に資する公共交通戦略路線（なにわ筋連絡線・新大阪連絡線など）の

具体化に向けた地方の取組みについて、必要な支援を講じること。 

 

⑤ 「開かずの踏切」などによる交通渋滞や事故の解消、周辺地域のまちづくりの促進に

つながる連続立体交差事業（南海本線・高師浜線、京阪本線他）を着実に推進できる

よう、必要な財源措置を講じること。 
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１－３ 道路ネットワークの充実・強化  

① 阪神高速淀川左岸線は、新名神・名神高速道路と関西国際空港及び大阪湾ベイエリ

アを結ぶ大阪都市再生環状道路の一部を形成する重要な幹線道路であり、とりわけ、

淀川左岸線２期は、2025 年大阪・関西万博会場へのアクセスルートとしての活用を目

指しており、淀川左岸線延伸部とともに、早期整備及び必要な財源確保を行うこと。 
 

② 新たな国土軸として東西二極を複数のルートで結ぶ新名神高速道路について、暫定

４車線での全線完成を早期に進めるとともに、物流生産性向上等に寄与する６車線化

についても整備を推進すること。 
 
③ 新大阪駅周辺地域が広域交通ネットワークの一大ハブ拠点となることを踏まえ、新

大阪駅周辺から大阪都心部や都市高速へのネットワーク強化のため新御堂筋の機能強

化について、関係者と検討を深めること。 

また、新名神高速道路と接続する箕面有料道路の高速道路会社への移管を進めるとと

もに、近畿圏の高速道路料金について、阪神高速大和川線の開通も踏まえ、さらに利

用しやすいシームレスな料金体系となるよう、引き続き取り組むこと。 

 

④ 京奈和自動車道へのアクセスとなる国道 371 号（大阪橋本道路）や、府内の環状機

能を強化する（一）大阪羽曳野線、（主）大阪和泉泉南線（大阪内陸都市環状線）など

の地域高規格道路を重要物流道路に指定し、また長期安定的に整備が進められるよう、

新たな制度の創設など、必要な財源措置を講じること。 
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２．安全・安心な暮らしを支える都市インフラの形づくり 

２－１ 防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策の着実な推進 

近年、激甚化・頻発化している自然災害や南海トラフ巨大地震等に備え、「防災・減

災、国土強靱化のための５か年加速化対策」を活用し、ハード・ソフト両面での防災・

減災対策に全力で取り組んでいるところである。 

今後、令和７年度までの４か年に必要となる事業規模等を定め、抜本的な治水対策や、

災害に強い道路ネットワークの構築などを重点的・集中的に対策を講ずるためには、「防

災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」に必要な予算を別枠で確保するとと

もに、中長期的な見通しに立って計画的に対策が進められるよう、５か年分の予算配分

の見込みを示し、当初予算において措置すること。 

 

２－２ 南海トラフ巨大地震の津波浸水対策 

南海トラフ巨大地震により想定される甚大な津波浸水被害に備え、本府では令和５年

度の対策完了を目標に防潮堤等の耐震・液状化対策に重点的に取り組んでいる。対策を

早期に完了し、国民の生命と財産を守り、日本の社会経済の発展に寄与するため、防災・

減災対策に関する十分な予算の確保など、さらなる支援を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆津波浸⽔対策によって守られる沿岸部のオンリーワン企業（例） 

◆南海トラフ巨大地震の被害想定および津波浸水対策 
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２－３ 都市型水害に備える治水対策 

人口・資産が集積し、低平地の広がる大阪では、人命と社会経済活動を支えるため、

事前防災としての治水施設整備の更なる推進が必要である。 

 

① 寝屋川流域において取り組んでいる総合治水対策は、国が示す「流域治水」の考え

方を全国に先駆けて実践しているものであり、その根幹となる地下河川、下水道増補

幹線、流域調節池などの大規模治水施設に対し、十分な予算措置を講じること。 

とりわけ、地下河川は短期集中的に整備する必要があるため、個別補助制度等を最大

限活用し、事業進捗に応じた必要な財源措置を講じること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 台風による高潮や南海トラフ巨大地震により想定される津波に備えるため、老朽化

した三大水門の更新事業に対し、十分な予算措置を講じること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 大阪府の高潮対策（イメージ図） 平成30年台風第21号来襲時の木津川水門 

流域内には、全国的にも有名な 
最先端の宇宙分野の製品づくりを⾏う企業をはじめ、 
多様なオンリーワン企業、数多くのトップシェア企業などが⽴地する。 

令和 3年５⽉ 20日から 21日にかけての降⾬では、北部地下河川が
満杯となるなど、平成 30 年 7 ⽉の⻄⽇本豪⾬の際の貯留量（63.8
万m3）を上回る約 150万ｍ３を貯留。 
平成７年の同規模の降⾬では、２千⼾以上の浸⽔被害が発⽣した
が、治水施設の整備効果が発揮され、浸水被害の軽減に寄与。 

<令和 3年 5月 20〜21日にかけての流域内での降⾬と被害> 
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③ 東海道新幹線をはじめとする国土軸や、物流拠点等が集積する安威川流域において、

抜本的な治水対策である安威川ダム建設の令和５年度末事業完成に向け必要な財源措

置を講ずること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 直轄河川の治水対策として阪神なんば線淀川橋梁の架け替え事業などを推進するこ

と。特に、寝屋川流域の洪水・高潮時の排水施設である毛馬排水機場について、根本

的な更新時期を迎えていることから、確実に稼働するよう、更新を行うこと。また、

近年、大阪府域で計画高水位を超過した大和川について、治水安全度向上に向けた今

後の河川整備の内容を検討すること。 

 

２－４ 緊急輸送道路（広域緊急交通路）等における無電柱化対策 

広域緊急交通路（重点 14路線）等において、電柱倒壊等による道路閉塞の被害を防

止する無電柱化を重点的に取り組んでいる。今後、より一層、無電柱化の推進が図れ

るよう、低コスト手法の導入に係る設計指針の拡充や、設計や工事を電線管理者に包

括的に委託する仕組みを構築するとともに、必要な財源措置を講じること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安威川流域と洪⽔氾濫防⽌区域 

重要拠点が集積（国⼟軸、物流拠点など） 

ダムサイト左岸より（令和 3年６⽉） 

堤体工が最盛期。R3年度末にダム堤体完成。引き続き、試験湛水を実施する。 

電柱倒壊等による道路閉塞 

（府道 泉佐野岩出線） 

無電柱化対策済 

H30年 台風 21号による被害 

（府道 大阪港八尾線） 
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２－５ 都市基盤施設の老朽化対策の推進 

高度経済成長期に整備された大量の都市基盤施設は、今後、一斉に老朽化が進むこと

から、本府では、府民の安全・安心の確保に向け、大阪府都市基盤施設長寿命化計画を

策定し、予防保全の観点を重視した戦略的な維持管理に取り組んでいる。とりわけ、本

府の下水道施設は、全国に先駆けた流域下水道の事業着手から半世紀を経過しており、

大量更新期を迎えている機械・電気設備の対策が待ったなしの状況である。 

 

① 引き続き、適切かつ着実に老朽化対策を進めるため、下水道施設をはじめ、道路や

河川、公園などの都市基盤施設の長寿命化対策や更新について、各施設の状況に応じ

て的確に対応できるよう、必要な財源措置を講じること。 

 

② とりわけ、現在、地方単独費で実施している都市基盤施設の定期点検及び修繕・更

新計画策定等について、交付金や起債が充当できるよう制度の充実を図ること。 

 

③ 供用年数が耐用年数を超過するなど、著しく老朽化が進行し、ひとたび被災すると

甚大な影響が想定される河川管理施設の更新を図るため、社会資本整備総合交付金に

よる更新規模等の要件を緩和すること。 
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３．誰もが安心して暮らせる大阪の実現 

３－１ ポストコロナの「新たな日常」を支える公共交通の利用環境整備の促進 

①  ポストコロナの府民の生活や経済活動を支える鉄道、バスなどの公共交通の安全・
安心を確保するため、車内のリアルタイム混雑情報の提供・予測システムや新技術を

活用した衛生対策等、各事業者の取組みについて支援すること。 

 

②  2025 年大阪・関西万博開催への着実な準備のため、旅行者の受入環境整備として、

鉄道駅等での多言語による案内サイン等の整備に対し支援する、国の「訪日外国人旅

行者受入環境整備緊急対策事業」について、現制度では補助対象外とされている、JR

や大手民鉄、大手民鉄に準ずる民鉄事業者の路線についても、新型コロナウイルス感

染症による経営への影響も考慮し、一時的な措置として、期間を限定し、補助対象と

するような要件の緩和を講じるとともに、多くの来場者の鉄道利用が見込まれること

から、現在、国が進めている分散乗車・混雑緩和に向けた検討を推進すること。 

 

３－２ 建設発生土の適正処理 

  府県間を移動した建設発生土が無許可で埋め立てられ、住民の安全・安心を脅かす

事案が続発している。 

このような事案を未然に防止するためには、地方自治体の対策では限界があることか

ら、建設発生土の発生者側の責任を明確にした上で、発生から処理までを管理する仕組

み、埋立て等行為に対する許可基準、罰則規定等を盛り込んだ法制度の整備を行うこと。 
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個別要望事項 

（１）道路・街路事業の推進 

① 昨今の事故情勢を踏まえ、通学路等における安全な歩道と自転車通行空間の確保や、

密集市街地対策の推進などに必要な財源措置を講じること。 

 

②  複数の地域間の連携を支えるネットワークの強化に向け、拠点・駅アクセス道路の整備や道
路と鉄道の立体交差化、主要渋滞箇所の対策の推進に必要な財源措置を講じること。 

 

（２）鉄道施設の安全対策の推進及び利便性向上の取組みの促進 

① 鉄道利用者の安全確保に資する可動式ホーム柵の整備促進について、「大阪府内の駅

ホームにおける安全性向上の取組み」に基づき、鉄道事業者・市町村等と連携しなが

ら取り組んでいるところ。今後、府内全域の必要な箇所に整備が図られるよう、必要

な財源措置を講じるとともに、地方負担額の起債充当率を拡充すること。また、ＡＩ

カメラなど新技術を活用した安全対策の取組みに必要な支援を講じること。 

 

② 南海トラフ巨大地震を見据えた鉄道駅等に対する耐震対策について、早期完了に必

要な財源措置を講じること。また、国及び鉄道事業者と共に協調する地方負担額につ

いて起債措置を可能とすること。 

 

（３）治水・砂防・環境整備事業の推進 

① あらゆる関係者が協働して流域全体で行う「流域治水」の取組みを加速させるため、

中小河川の整備などのハード対策を重点的かつ着実に実施できるよう必要な財源措置

を講じるとともに、ため池の事前放流に伴う損失補填など制度の充実を図ること。 

   

② 土砂災害対策について、住民の避難につながるソフト対策や施設整備などのハード

対策を合わせた施策を着実に推進していけるよう、必要な財源措置を講じること。 

 

③  ダイオキシン類などの環境基準の達成に向けた浄化浚渫を継続的に実施するため、
「公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」（公害財特法）

失効後の財政措置が行われたが、起債が充当できるよう制度の充実を図ること。 

 

（４）流域下水道事業の推進 

① 全国に先駆けて着手し、全国最大規模の施設を抱える流域下水道施設について、増

大する老朽化への対策を推進し、下水道の公衆衛生や公共用水域の水質保全などの公

共的役割を継続的に果たすため、現行の国庫補助制度を堅持し必要な財源措置を講じ

ること。 

 

② 本府の流域下水道事業は他に類を見ない規模で広域的な雨水対策を実施してきてい

る。引き続き頻発する豪雨災害に備えるため、大規模で集中的に投資が必要な下水道

増補幹線の整備や大量に更新時期を迎えている雨水ポンプの更新に対し、個別補助制

度を拡充し事業進捗に応じた必要な財源措置を講じること。 
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（５）公園事業の推進 

府民の命を守り、安全・安心・快適に利用できる公園づくりを推進するため、被災者

の救出救援等にあたる自衛隊・消防・警察等が集結する後方支援活動拠点や、大規模火

災などから住民の安全を確保する広域避難場所となる防災公園整備（久宝寺緑地、蜻蛉

池公園等）の推進及び防災関連施設の改修・更新などに、必要な財源措置を講じること。 

 

（６）市街地整備事業の推進 

都市の再生を計画的に推進するため、第二京阪道路等の幹線道路を活かして産業等の

立地を促す土地区画整理事業（交野市、高槻市、門真市、吹田市など）、鉄道駅周辺の

市街地再開発等事業（枚方市、高槻市、摂津市など）に必要な財源措置を講じること。 


